


(1) 青梅市は、本事案による損害について、相手方に対し、下記４の額

を賠償する。  
(2) 青梅市および相手方は、青梅市と相手方との間には、本事案に関し、

このほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

４ 損害賠償の額  
  ￥２２，３００，０００．―  




